
茨城デスティネーションキャンペーンＷＥＢプロモーション業務委託の公募に係る説明書 

 

  公告日  令和４年５月 13 日（金） 

 

１ 担当部局   

いばらき観光キャンペーン推進協議会事務局 

（茨城県営業戦略部観光物産課デスティネーションキャンペーン推進室 担当：髙木、萩原） 

     〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番６ 

   電 話 029-301-3605（直通） 

   メールアドレス ibaraki-dc@pref.ibaraki.lg.jp  

 

２ 委託業務の概要 

（１）委 託 業 務 名  茨城デスティネーションキャンペーンＷＥＢプロモーション業務委託 

（２）委託業務の目的  令和５年秋にいばらき観光キャンペーン推進協議会（以下「協議会」

という。）が開催するデスティネーションキャンペーン※（以下「Ｄ

Ｃ」という。）に向け、ＤＣ及び本県観光に関するＳＮＳ広告や動画

広告などの各種インターネット広告を駆使したプロモーションを実

施し、有効なターゲットに対して茨城の魅力を発信することで、アフ

ターコロナにおける茨城観光のプレゼンスを高め、もって新たな観光

需要の獲得を図る。 

（３）委託業務の内容  茨城デスティネーションキャンペーンＷＥＢプロモーション業務 

委託仕様書のとおり 

（４）委 託 期 間  契約締結の日から令和５年３月31日（金）まで 

（５）見 積 限 度 額  金 15,895,000 円（消費税及び地方消費税額を含む）以内 

             ※この金額は事業の規模を指示するものであり、予定価格を示すもの

ではないことに留意すること。 

               

３ 参加者の資格に関する事項 

以下のすべての要件を満たすこと。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の４第１

項の規定に該当していない者であること。 

（２） 政令第１６７条の４第２項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者

であること。 

（３） 茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項（平成８年茨城県告示第 254 号）に基づ

く競争入札参加資格があること。または、資格がない場合でも、過去茨城県が発注する

業務において実績があること。ただし、茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づ

く、指名停止の措置を受けている者でないこと。 

（４） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがな

されている者でないこと。 

（５） 茨城県暴力団排除条例（平成２２年茨城県条例第３６号）第２条第１号又は同条第３号に規

定する者でないこと。 

 

 

 



４ 企画提案書の提出手続き 

（１）提出物 

① 企画提案提出書（様式第１号） 

② 資格要件に係る申立書（様式第２号） 

③ 企画書（任意様式） 

  仕様書の内容を踏まえたうえで、以下の内容を有する企画案を提示してください。 

１ 実施方針 ・本事業に対する基本的な考え方、取組方針 

２ 企画内容 

 

・コンセプトなど基本方針及び具体な実施内容 

・スケジュール及び経費 

・具体的な業務実施事項 

・仕様書に記載のない追加提案事項（任意） 

３ 業務実施体制、作業工程 当該事業を実施するにあたっての実施体制、作業工程 

４ 同種又は同種業務の実績 ‐ 

④ 見積書 

⑤ 会社概要 

（２）提出部数 

    ①、②及び④、⑤については、１部提出してください。 

③については、無記名のもの（社名部分を隠したもの）を５部、社名を記載したものを１

部提出してください。 

（３）提出期限及び提出先 

① 提出期限  令和４年５月 30日（月）午後４時（必着）  

② 提出先   １ 担当部局と同じ 

③ 提出方法  持参又は郵送（送付記録が残るもの）に限る。 

 

５ プレゼンテーション 

  実施しません。 

 

６ 業務委託者の選定 

（１）選定方法 

いばらき観光キャンペーン推進協議会内に設置する審査委員会において、提出された企画書

を（２）の評価項目に基づき、審査したうえで決定します。 

 

（２）企画提案内容を審査するための評価項目 

①理解度 業務の目的、内容について十分に理解しているか。 

②独創性・説得力 提案内容に独創性がみられ、かつ説得力を有しているか。 

③具体性・妥当性 提案内容・事業経費に具体性、妥当性を伴っているか。 

④事業遂行体制 作業工程や内外での体制等が事業を確実に遂行できるものとなっているか。 

⑤総合評価 企画提案から受ける全体的な印象はどうか。 

 

（３）審査結果の通知 

① 審査結果は、審査委員会終了後に通知します。 

② 審査の内容については一切公表しません。 

③ 結果についての異議申し立ては一切認めません。 



（４）業務委託の方法 

いばらき観光キャンペーン推進協議会は上記に基づき選定した事業者から再度見積書を徴

し、見積金額が茨城県財務規則（平成５年茨城県規則第１５号）第１４６条の規定に準じて作

成する予定価格の制限の範囲内であった場合において、委託契約を締結します。 

なお、採用案を必要に応じ修正する場合がありますのでご了承ください。また、提案内容に

応じて契約書及び仕様書は変更になる場合があります。 

 

（５）その他 

① 提出された企画書等は返却しません。 

② 企画書の作成にかかる費用はすべて事業者の負担とします。 

 

７ 説明書の内容に関する質問 

（１）質問の受付 

本説明書の内容に関する質問等については、簡易なものを除き、質問書（様式第３号）を 

担当部局へ電子メールにて提出してください。 

   質問受付期限  令和４年５月 23日（月）午後３時（必着） 

 

（２） 質問に対する回答 

質問に対する回答は、質問者に回答するとともに、競争上の地位その他正当な利益を害する

おそれのあるものを除き、茨城県公式観光情報ホームページ「観光いばらき」上で公開します。 

質問に対する回答公開日  令和４年５月24日（火）午後３時（予定） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第１号）  

企 画 提 案 提 出 書 

 

 

令和４年  月  日  

 

 

いばらき観光キャンペーン推進協議会 

会長 大井川 和彦 殿 

 

 

所   在   地 

商号又は名称 

代表者職氏名                 

 

 

茨城デスティネーションキャンペーンＷＥＢプロモーション業務委託について受託したいの

で、別添のとおり関係書類を提出します。 

 

 

記載責任者及び連絡先 

 

（ ふ り が な ） 

氏 名 

 

担 当 部 署 
 

電 話 番 号 
 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 
 

Ｅメールアドレス 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第２号） 

資 格 要 件 に 係 る 申 立 書 

 

 

令和４年  月  日 

 

  いばらき観光キャンペーン推進協議会 

会長 大井川 和彦 殿 

 

 

所   在   地 

商号又は名称 

代表者職氏名                 

 

 いばらき観光キャンペーン推進協議会が実施する「茨城デスティネーションキャンペーンＷＥＢ

プロモーション業務」の企画提案競争の参加に要求される下記の資格要件をすべて満たしているこ

とを申し立てます。 

 

記 

 

１ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７ 条の４第１項

の規定に該当していない者であること。 

 

２ 政令第１６７条の４第２項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であ

ること。 

 

３ 茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項（平成８年茨城県告示第 254 号）に基づく

競争入札参加資格があること。または、資格がない場合でも、過去茨城県が発注する業務に

おいて実績があること。ただし、茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく、指名停

止の措置を受けている者でないこと。 

 

４ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている

者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされてい

る者でないこと。 

 

５ 茨城県暴力団排除条例（平成２２年茨城県条例第３６号）第２条第１号又は同条第３号に規定

する者でないこと。 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第３号） 

 

いばらき観光キャンペーン推進協議会事務局 

（茨城県営業戦略部観光物産課 デスティネーションキャンペーン推進室 担当：髙木、萩原） 

ＴＥＬ ０２９－３０１－３６０５ 

メールアドレス ibaraki-dc@pref.ibaraki.lg.jp 

 

質 問 書 

 

業 務 名 茨城デスティネーションキャンペーンＷＥＢプロモーション業務 

質 
 

問 
 

者 

所  属 
 

 

氏  名 
 

 

連絡先 

（電話・FAX・e-mail） 

 

 

 

質 
 

問 
 

内 
 

容 

 

 


